
 

三重県営サンアリーナの概要 

 

１ 施設の概要 

（１） 施設の名称及び所在地 

ア 施設名 三重県営サンアリーナ（以下「サンアリーナ」といいます。） 

イ 所在地 三重県伊勢市朝熊町字鴨谷４３８３－４ 

 

（２） 建物の概要 

ア 構造 鉄筋コンクリート造及び鉄筋造３階建 

イ 竣工 平成６年５月２３日 

ウ 延床面積   24,312㎡ 

エ 建物敷地面積 28,645㎡（伊勢市所有地）（※１） 

      （※１：伊勢市と県の契約となりますので、指定管理者が伊勢市と契約を結ぶ必要はありません。） 

オ メインアリーナ、サブアリーナ 

 

 メインアリーナ サブアリーナ 

観 客 収 容 人 員 

１１，０００席 

うち固定席４，９８０席 

電動可動席２，１８０席 

３，０００席 

うち固定席１，００２席 

延 床 面 積 １３，９６５㎡ ４，９０２㎡ 

フ ロ ア 面 積 ３，４８９㎡ １，７４６㎡ 

ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ４面 ２面 

バ ド ミ ン ト ン １４面～１６面 ８～１０面 

主 要 施 設 
会議室、役員室、本部席、 

更衣室、シャワー室等 

トレーニング室、フィッ

トネススタジオ、更衣

室、シャワー室等 

主 要 設 備 

大型映像装置、仮設ステ

ージ用吊物、イベント用

音響照明設備、その他 

仮設ステージ用吊物、イ

ベント用音響照明設備、

その他 

 

カ 会議室等 

   （ア） １階 

ａ 国際会議室（２４１㎡） 

ｂ レセプション室（２４５㎡） パントリー併設（２０㎡） 

ｃ 第３会議室（１０４㎡） 

ｄ 第４会議室（５０㎡）  

ｅ 第１特別室（３７㎡）  

   （イ） ２階 

ａ 第５会議室（１１０㎡） 



 

ｂ 第２特別室（３８㎡） 

ｃ レストラン（１２６㎡） 厨房（５０㎡）売店（１１㎡）併設 

   （ウ） メインアリーナ内 

      ａ 第１会議室（６８㎡） 

ｂ 第２会議室（６８㎡） 

キ その他 

建物本体とは別に鉄筋コンクリート造１階建の電気開閉所（５４㎡）と、

鉄骨造１階建の車庫（障害者用駐車場１１９㎡）があります。 

 

（３） 駐車場の概要 

下記のとおり駐車場として利用できる場所は、県有地Ａと伊勢市管理地Ｂ、

伊勢あさま苑横敷地の３か所です。 

現在、サンアリーナ利用者の駐車場として通常利用しているのはＡですが、

大規模利用の場合には、その規模に応じてＢ用地、伊勢あさま苑横敷地を利用

しています。 

  過去には、他の近隣駐車場を利用するなどして現在より１９００台多く駐車

場を確保していました。 

  使用できる駐車場が減少し、大規模コンサート等の際には駐車場が不足する

状況であるため、伊勢市等と連携し、対応していく必要があります。 

 

ア 県有地 

Ａ用地 駐車場（舗装）普通車  ６００台 

    

イ 伊勢市管理地 

    Ｂ用地 フットボールヴィレッジ駐車場（舗 装）普通車 ３００台 

    伊勢あさま苑横敷地         （未舗装）普通車 ９００台 

     ※２：利用したい場合は、伊勢市に申し込みをする必要があります。 

   

【参考】過去に使用していた駐車場 

    県有地：Ｃ用地 普通車 １２００台   ※2018年売却 

    民有地：光の街敷地 普通車 ７００台  ※2020年より使用不可 

    

２ 特記事項 

（１） 大規模大会等 

全国大会など大規模大会は、開催県の持ち回りや準備等のため早くから仮予

約が入ることがあります。 

 

（２） 伊勢神宮参拝パークアンドバスライド事業 

年末年始、１月第２週末あるいは５月初旬連休などにおいて、伊勢神宮参拝

による市内交通渋滞緩和のため、伊勢市、伊勢警察署、日本道路公団、伊勢神



 

宮などが実行委員会形式で、サンアリーナ周辺駐車場を活用したパークアンド

バスライド事業を行なっています。 

    この場合は、パークアンドバスライドの規模に応じて、サンアリーナを利用

制限することになります。 

 

（３） 環境整備事業に伴う利用制限 

    大型の施設修繕を実施する場合に、サンアリーナの利用制限を行なうことが

あります。 

    但し、利用制限期間中も、当該工事の計画確定時までに予約済みのご利用は

できるだけ実施するように調整を行っています。 

 

（４） ロゴの商標登録 

    サンアリーナでは、下記の①文字ロゴ、②図形について、商標登録をしてい

ます。これらをパンフレットやチラシ等に活用して定着を図るとともに、悪用

されてイメージダウンが生じることのないよう、権利保護を図っていく必要が

あります。 

 

①文字ロゴ 

 
 

 

②図形 
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三重県防災拠点 

資材集積所 

 


